
知北平和公園組合告示第２号 

 
地方自治法（昭和２２年法律第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、次

の表の左欄に掲げる管理料の収納事務を同表右欄に掲げる者に委託した。 

 
令和６年２月１日 

 
                     知北平和公園組合 
                      管理者 花 田 勝 重 
１ 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地 

管理料の名称 
受託者 

名称 本店所在地 

維持管理委託料 
三菱ＵＦＪファ

クター株式会社 

東京都千代田区神田淡路町二

丁目１０１番地 

２ 委託期間 

令和６年（２０２４年）２月１日から令和６年（２０２４年）３月３１日 

ただし、期間満了の日から１か月前までに知北平和公園組合又は委託した

相手方が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の翌日から起算して１

年間なお委託の効力を有するものとし、以後も同様とする。 


